
   月刊ほたるメイト 
        月号                2023.６.25発行：辰野町商工会 広報委員会 

 

令和５年度からスピード感をもって有益な情報をお伝えするため月刊で発行します 

 ６月１０日(土)から１８日(日)の９日間にかけて開催された４

年ぶりに入場制限のない辰野ほたる祭り。商工会は実行委員会の

商工イベント部会事務局として、２つの企画に取り組みました。 

 ひとつは地元商業者を中心に露店やキッチンカーなどの営業形

態で一時出店いただく「ホタルイチ」です。街商担当部会とも協

調して出店エリアや出店条件を定めることで、露天商との共存共

栄のもとご商売いただく機会として企画運営しました。商工会の

青年部、女性部も出店し、焼き鳥、焼きそば、五平餅にポップ

コーンなどを販売し、地域の皆様に喜ばれ大きな売上となりまし

た。ありがとうございました。                                                 

  

 今年は町外からの出店者を含め合計２４店舗が出店しましたが、

来年度はもっと町内事業者にご出店いただきたいと思っています。

なお出店料をいただく形を取りましたが、民間地の借用料や電気工

事費の一部などに使用させていただきました。来年度に向けては、

もっと多くの事業者から参加要望が寄せられることを願いつつ、出

店したい事業者が安心安全に出店できる企画として定着させていき

たいと考えています。 

 もうひとつ取り組んだ企画はデジタルスタンプラリーです。一時

出店いただく事業者だけが営業の機会を得られるのでは、現在それ

ぞれお店を構えていらっしゃる既存店さんの売上拡大機会につなが

りません。この課題を解決するための仕掛けとしてスマホを使った

スタンプラリーを展開しました。下辰野商店街だけでなく、小野や北大出など町内の全域にわたって、飲食店・小

売店はもちろん、理美容・宿泊・タクシー、日帰り温泉・美術館・スポーツ施設など、多種多様な事業者・施設等

１３０店舗にご参加いただきました。「ホタルイチ」に出店した露店やキッチンカーも対象でした。街商組合露店

商との差別化ポイントになったと考えています。 

 ラリー参加者は異なる参加店を利用してスタンプ３個を集めて応募します。総額１００万円の懸賞(ギフト券)に

対して７００名弱の応募がありました。スタンプ３個で応募１回ですので、推測される店舗の利用数からは、ほた

る祭りにおける購買力の高さがうかがい知れます。 

 商工イベント部会としては、このスタンプラリーがほたる祭りに来訪される皆様のお楽しみのひとつとして受け

入れられれば嬉しいですし、参加店においてもほたる祭り期間中の売上拡大のための仕掛けとして大いに活用され

ることを願うものです。コロナ禍の４年間のブランクを乗り越え新しくチャレンジした取り組みが、今後地域の皆

様に浸透し、新しいほたる祭りの魅力として定着していくことを願っています。 

工業部会「テクノリーチナガノ登録促進事業」 

 長野県産業振興機構が運営する３６５日２４時間のバーチャルマッ

チングサイト(販路拡大のための取引業者とのマッチングサイト)への

登録促進事業を今年度から始めました。その事業者向け説明会、動画

制作会社向け説明会を５月３０日に開催しました。 

 サイトへの自社の技術情報の登録とアピールには技術紹介動画の掲

載が有効なのですが、その制作費の半額(最大４．５万円)を補助する

事業です。今年は４社が利用を希望されました。アフターコロナで経

済活動が活発化する中、将来の成長に向けて販路拡大に取り組む製造

業者を応援します。 

地域経済振興部門 
 



 

 

 

 

 

スイ～っとタツノでみっけ！6月OPEN 

 6月号でもお知らせしたとおり、辰野で食べたい・買いたいものをスイ～っ

と探せるWEBサイトをオープンしました。掲載店は全部辰野町の商工会

員です。商工会Instagramではさらにお店のメニュー写真や裏話も載

せています。現在第2弾について別紙のとおり募集中です。飲食業の方、小売業の方ぜひお申込みください。 

 会員限定！ 会員福祉共済のご案内 

  夏と言えば・・・暑い！ そんな時期に増えるのが「熱中症」。 

 熱中症は暑さに体が慣れていない時期から予防が必要です。 

  ただ、いくら気を付けていたとしてもかかってしまうこともあります。 

  そんな時には会員福祉共済の「けがの補償」プラン！ 

 熱中症にかかった際には共済金の請求対象に。 

  加入や詳細については商工会へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 最近、電子帳簿保存法（以下、電帳法と略します）に関するお問い合わせが増えてきました。 

 電帳法の内容は大きく分けて次の３つです。 

 ①帳簿書類の電子保存（任意）②取引書類のスキャナ保存（任意）③電子取引データの電子保存（義務） 

 このうち、③については、現在のところは例えばメールで受け取った請求書をプリントアウトして保存しておいてもよいという

宥恕措置が適用されていますが、来年１月（令和６年１月）からはその宥恕措置がなくなり、電子取引データは電子

データのまま一定要件に従って保存しなければならなくなります。 

 税制にありがちなわかりにくさも相まって、来年1月から①～③の全てに対応しなければならなくなるという誤解も生じやす

いところですが、実際にはそうではありません。とはいえ、今後は電子取引が増えるでしょうから、③への対応は必要になって

きます。会員のみなさまのニーズも踏まえ、電子帳簿保存法に関するセミナーを今秋予定しておりますので、ぜひご参加くだ

さい。詳細は追ってお知らせいたします。 

 

 

会員サービス部門 

経営支援部門 どうする？電子帳簿保存法対応 

税理士による電子帳簿保存法対応セミナー（仮） 

開催日時：９月第２週の15時～17時（予定） 

↑HP 

↑Instagram 


